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同意案第７２号 

 

   副市長の選任の同意について 

 

東広島市副市長に次の者を選任することについて、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第１６２条の規定により、議会の同意を求める。 

 

  令和３年３月１８日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

住 所  東広島市 

氏 名  前 延 国 治 
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 （提案理由） 

東広島市副市長松尾祐介が令和３年３月３１日をもって退職するため、その後任

の副市長の選任について、議会の同意を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第１６２条 副知事及び副市町村長は、普通地方公共団体の長が議会の同意を得て

これを選任する。 
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同意案第７３号 

 

   教育委員会教育長の任命の同意について 

 

東広島市教育委員会教育長に次の者を任命することについて、地方教育行政の組

織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第４条第１項の規定によ

り、議会の同意を求める。 

 

  令和３年３月１８日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

住 所  東広島市 

氏 名  津 森   毅 
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 （提案理由） 

東広島市教育委員会教育長津森毅の任期が令和３年３月３１日をもって満了する

ため、その後任の教育長の任命について、議会の同意を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 

第４条 教育長は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔

で、教育行政に関し識見を有するもののうちから、地方公共団体の長が、議会の

同意を得て、任命する。 
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議案第７４号 

 

   請負契約の変更について 

 

 令和元年１１月２８日に締結した令和元年度農業用施設災害復旧事業志和地区災

害復旧工事（１－５）その２の請負契約を次のとおり変更することについて、議会

の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和４９年東広島市

条例第１２５号）第２条の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和３年３月１８日提出 

 

東広島市長    垣    德    

 

１ 契約の目的 

令和元年度農業用施設災害復旧事業志和地区災害復旧工事（１－５）その２ 

２ 契約の方法 

  随意契約 

３ 契約金額 

１億９,３８３万８,７００円 

（変更前 １億４,７２１万６,３００円） 

４ 契約の相手方 

東広島市志和町七条椛坂１７８９番地の２ 

株式会社光 

代表取締役 木 平 順 也 
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 （提案理由） 

 令和元年度農業用施設災害復旧事業志和地区災害復旧工事（１－５）その２の請

負契約について、工事の内容の一部を変更する必要が生じ、その変更後の請負契約

金額が１億５,０００万円以上であるため、議会の議決を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠条例） 

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号の規定によ

り議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格１億５,０００万円以上

の工事又は製造の請負とする。


